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1組織体制 

 

市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、通報・届出の受理、養護者による虐待を 

受けた高齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務を行う体制を整備する必要が 

あります。 

本市では、高齢者虐待について相談・通報の窓口は地域包括支援センターが担って 

おります。 

 

２養護者による高齢者虐待対応 

 

高齢者虐待事案に対しては、対応の目的を明確にするとともに、進行状況を見通しな 

がら次の３つの段階に応じた対応を行います。 

 

１）初動期段階 

・初動期段階では、高齢者の生命、身体または財産の安全確保が目的となります。 

・初動期段階とは、高齢者虐待が疑われる相談・通報・届出を受け付けた後、コア 

メンバー会議で虐待の有無、緊急性及び深刻度の判断を行い、その判断に基づいて 

作成された対応方針に沿って行われた一連の対応を評価するまでの流れを指します。 

 

２）対応段階 

・対応段階では、高齢者の生命、身体または財産の安全確保を常に意識しながら、 

虐待の解消と高齢者が安心して生活を送る環境を整えるために必要な対応を行うこと 

が目的となります。 

・対応段階とは、虐待があると判断した事案に対して、 

  情報収集と虐待発生要因・課題の整理  →  虐待対応方針・計画（案）の作成  

→  虐待対応ケース会議（虐待対応方針・計画案の協議・決定）  

→  対応方針・計画の実施  →  対応段階の評価会議   

→  （評価の内容に応じて）必要な情報収集と整理   

→  虐待対応方針・計画の見直し～終結  という循環を繰り返す流れを指します。 



 

67 

 

３）終結段階 

・虐待対応の終結は、「虐待が解消されたと確認できること」が最低要件となります。 

・同時に、虐待の解消が、高齢者が安心して生活を送ることにつながるのかを見極める 

必要があります。 

・虐待がない状態で、高齢者が安心して地域で暮らすために、権利擁護対応（虐待対応 

を除く）や包括的・継続的ケアマネジメント支援に移行する必要があります。 

 

  出典：社団法人日本社会福祉士会，市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による 

高齢者虐待対応の手引き，２０１１，Ｐ３６を基に作成 

 

養護者による高齢者虐待対応の手順（全体フロー図）の見方 

 

フロー図では、市町村、地域包括支援センター、関係機関という主体別の対応を 

示します。 

                                           

 例  【相談・通報・届出の受付】   ：市町村、地域包括支援センター、  

【受付記録の作成】      関係機関が役割を分担して行う対応 

 

 例     【訪問調査】  

高齢者の安全、虐待が     ：市町村、地域包括支援センターが 

疑われる事実について      共同で行う対応 

の確認  

 

 

  例    【虐待の有無の判断】     ：市町村権限及び市町村のみが行う 

【緊急性の判断】      判断実施に関する対応 

【深刻度の判断】 

 

  出典：社団法人日本社会福祉士会，市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による 

高齢者虐待対応の手引き，２０１１，Ｐ３7 を基に作成 

 


